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◆ポイントは「働きやすさ」と「働きがい」 

厚生労働省は、「令和元年版労働経済の分析」（以

下、労働経済白書）を公表しました。今回の労働経済

白書では、人手不足下での「働き方」について、「働

きやすさ」と「働きがい」の観点から分析が行われて

います。多くの企業が人手不足を緩和するために、求

人条件の改善や採用活動の強化などの取り組みを強化

している一方で、「働きやすさ」や「働きがい」を高

めるような雇用管理の改善については、さらに取り組

んでいく必要があるとしています。 

 

◆賃金は増加の傾向 

2018 年度の現金給与総額（月額）は、５年連続の増

加となりました。一般労働者の名目賃金およびパート

タイム労働者の時給も増加しています。白書によると、

人材確保のために７割近くの企業が「求人募集時の賃

上げ」や「中途採用の強化」を行っています。 

しかし、それでも多くの労使が人手不足による職場

環境への影響を感じており、｢働きやすさ｣、「働きが

い」の低下を実感しています。「働きがい」を向上さ

せるためには、その前提として「働きやすさ」の基盤

がしっかりと構築されていることが重要です。「働き

方改革」を両観点から、より一層推進していくことが、

人手不足を緩和していくことに繋がります。 

 

◆「働きやすさ」のカギ 

男女、年齢を問わず、働きやすさの向上には「職場

の人間関係やコミュニケーションの円滑化」が必要で

あると考えている労働者の割合が最も多く、次いで「有

給休暇の取得促進」、「労働時間の短縮や働き方の柔

軟化」が多くなっています。15～44 歳の女性にとって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は「仕事と育児との両立支援」も働きやすさに関する

重要な要素です。有給休暇の取得促進や労働時間の短

縮、働き方の柔軟化などの雇用管理が、従業員の働き

やすさの向上、離職率の低下、新入社員の定着率の上

昇につながると考えられ、企業に対応が求められると

ころでしょう。 

 

◆「働きがい」をもって働くために 

「働きがい」を高めるには、職場の人間関係の円滑

化や労働時間の短縮などに加えて、上司からの適切な

フィードバックやロールモデルとなる先輩社員の存在

を通じて、将来のキャリア展望を明確化することが重

要です。また、質の高い「休み方」（リカバリー経験）

が疲労やストレスからの回復を促進し、「働きがい」

を高める可能性があることにも注目です。「働きやす

さ」の向上が定着率などを改善し、「働きがい」の向

上が定着率に加え、労働生産性、仕事に対する自発性、

顧客満足度などさまざまなアウトカムの向上につなが

ると考えられます。白書では、具体的な企業の取組例

も紹介されており、参考にできそうです。 

【参考:「令和元年版 労働経済の分析」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html  

 

 

 

 

◆約７割の企業が対策を講じている 

厚生労働省から、「労働経済動向調査（2019年８月）」

の結果が公表されました。同調査は、景気の変動が雇

用などに及ぼしている影響や今後の見通しについて調

査し、労働経済の変化や問題点を把握することを目的

に、四半期ごとに実施しているものです。 

今回は、特別調査項目として挙がった「労働者不足

の対処方法」について取り上げ、労働者が不足してい 
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ると回答した企業が、人手不足対策として、どのよう

な取組みを行っているのか、みていきます。 

 

◆トップは『正社員等採用・正社員以外から正社員へ

の登用の増加』 

現在、労働者が不足していて、かつ、過去１年間に

何らかの「対処をした」事業所の割合は 70％、今後１

年間に「対処をする予定」の事業所の割合は 66％でし

た。対処策としては、過去１年間・今後１年間とも『正

社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加』

の割合が最も多く挙がりました（過去１年間：63％、

今後１年間：61％）。 

ほかには、「臨時、パートタイムの増加」（過去１

年間：44％、今後１年間：44％）、『派遣労働者の活

用』（過去１年間：40％、今後１年間：36％）、『配

置転換・出向者の受入れ』（過去１年間：24％、今後

１年間：23％）が続いています。 

 

◆賃金アップよりも社員の働きやすさを重視？ 

賃金以外の在職者の労働条件の改善として、休暇の

取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援

の制度の充実などに取り組んでいます（過去１年間：

63％、今後１年間：34％）。これら労働条件の改善は、

前回調査（2018 年８月）と比べると上昇幅が最も大き

く（前回：24％、今回：34％）、企業は、社員が働き

やすい環境の整備に力を入れているようです。 

上昇幅では上記賃金以外の在職者の労働条件の改善

がトップでしたが、次いで『在職者の労働条件の改善

（賃金）』（前回：29％、今回：33％）が、ほかに『離

転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継

続雇用』（前回：34％、今回：38％）なども上昇して

います。 

 

◆その他の対策は？ 

『求人条件（賃金、労働時間・休暇、学歴、必要資

格・経験等）の緩和』（過去１年間：63％、今後１年

間：31％）、『省力化投資による生産性の向上・外注

化・下請化等』（過去１年間：63％、今後１年間：31％）

も対策として挙がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆70 歳まで働くのが普通に 

政府は「70 歳まで働く機会の確保」に向けた議論を

開始し、希望すればすべての人が 70 歳まで働けるよう

に、企業に高齢者の雇用機会を作るよう努力義務を課

す方針を示しました。来年の通常国会に高年齢者雇用

安定法の改正案を提出する予定だそうです。 

また、「成長戦略実行計画」でも高齢者が能力を発

揮し、安心して活躍するための環境を整備するため、

ガイドラインの策定等が検討されています。 

 

◆死傷者の 25％は 60 歳以上 

雇用者に占める60歳以上の割合が17.2％（2018年）

に達するなか、高年齢労働者の労働災害が増加してい

ます。今後、高年齢労働者は、否が応でも増えること

になりますが、現状でも死傷災害（休業４日以上）と

なった人の４人に１人が 60 歳以上の高年齢労働者で

す（厚生労働省「労働者死傷病報告」）。 

 

◆握力アップは安全に通じる！？ 

年齢を重ねるとどうしても体力は低下しますが、特

に、握力は全身の筋力を把握するための指標と考える

こともできるようです。 

高齢者の認知症発症リスクは、身体活動レベルが低

いほど上昇する傾向があるといわれています。しかし、

65 歳以下の中高年層でも、握力が強い人は、脳卒中等

の発症リスクが低かったり、認知症になりにくかった

りするそうです。また、握力の強い人はストレスに強

く精神的にも安定しており、セルフコントロール能力

が高いとの研究もあるそうです。握力の低下は、集中

力・やる気の低下にもつながるということです。 

なお、握力は、部分的に鍛えるだけでは向上しにく

く、脚・腰など全身の筋力向上と相関関係があり、握

力向上≒全身の筋力向上ともいえるでしょう。 

 

サービス業における労災（特に転倒・腰痛等）の発

生が注目されていますが、労働災害を起こしにくい体

作りのための指導を、日常の労務管理に組み入れるこ

とが重要な時代になってきているのだと思います。企

業独自の体力テストを取り入れ、就業制限・就業配慮・

業務変更等に役立てているケースもあります。 

高齢労働者の労災防止には 

握力アップ！？ 
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◆今年は早くも流行の兆しが…… 

 インフルエンザは例年 12 月から３月にかけて流行

しますが、今シーズンは早めの注意・対策が必要とな

りそうです。 

厚生労働省が 10 月４日に発表したインフルエンザ

に関する発生状況によると、今年は例年より早い定点

当たり報告数の増加が見られており、インフルエンザ

流行レベルマップを通した情報の提供の開始が早めら

れることとなりました。夏休み明け前後からインフル

エンザによる学級閉鎖が行われるなどの例年にない状

況も見られることから、同省では、インフルエンザ・

ワクチンの早めの手配に動き出しています。 

また、今年の国内のインフルエンザウィルスは、ヒ

トＡ型の AH1pdm09 が 73％、AH3 亜型が 17％、ヒトＢ

型が 10％。AH1pdm09 は 2009 年に世界的なパンデミッ

クを起こしたウィルスで、そのときは 10～12 月に発生

のピークがありました。この点からも、今年はインフ

ルエンザの流行時期が早まることが懸念されています。 

今後の本格的な流行に備え、「インフルエンザにか

からない」、そして「感染を広げない」ための対策を

講じることが求められます。 

 

◆感染拡大防止のための企業対策 

企業においては、インフルエンザに罹患した従業員

が発生した場合に備え、感染拡大防止のために出勤停

止期間の基準を明確化しておくことが必要です（イン

フルエンザは感染症予防法による法的な就業規制の対

象ではありませんので、自主的なガイドラインを策定

することになります）。一般的に、インフルエンザ発

症前日から発症前後３～７日間はウィルスを排出する

といわれていますので、その期間は出勤させないこと

が望ましいでしょう。 

社内規程を確認し、必要があれば整備しておきまし

ょう。 

 

◆すぐできる「清掃」によるインフルエンザ対策 

また、簡単ながら効果のある対策として、「清掃の

徹底」が挙げられます。インフルエンザは、飛沫感染 

 

 

のほか、接触感染により拡大します。机・テーブル、

椅子、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターの

ボタン、トイレのレバーや便座等、職場で人がよく触

れるところをこまめに水と洗剤で拭いて清掃しましょ

う。次亜塩素酸ナトリウム、イソプロパノール、消毒

用エタノールといった消毒剤の利用も有効です。 

 

 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10 月 31 日

の現況）の提出［税務署］ 

12 月 2 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

急に秋が深まった気がします。紅葉が色づき始めて

いて綺麗ですね。昼夜の寒暖差が大きくなっています

ので、体調管理にご注意くださいませ。さて、 

11 月になりましたので、そろそろ年末調整のご準備

をお願い致します。 

今月も最後までお読みいただき、有り難うござい  

ました。（R.O） 

早期に 

インフルエンザ対策を始めましょう！ 

11 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

編集後記 


